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　ＡＩ（人工知能）の進化は、1950年代にパズル等は解けたが実用性がなかった。2012年に先進的機械学
習の実用化（ディープラーニング）により急速にＡＩ技術が普及することに伴い、内閣総理大臣を本部長
とする知的財産法における「知的財産戦略推進計画2017」においては、データ・人口知能（ＡＩ）の利活
用促進による産業競争力強化に向けた知的財産制度の構築を策定している。
　今後、企業の現場が変わり、高度な技術革新の教育を通じて、そこで働く人々が影響を受け、変わっ
ていかなければ、世界を席巻する第４次産業革命の波に取り残されるという危機感がある。そのためにも、
第４次産業革命における我が国の少子高齢化（国内経済規模拡大は困難）、グローバルな競争（コスト競
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１．ＡＩ（人工知能）の現状
　昨今、ＡＩ（人工知能）という言葉をニュース、
新聞、インターネット等で見聞きしない日は無い程
だが、ＡＩそれ自体は、意外にも半世紀以上の歴史
を有している。Artificial Intelligenceという言葉が初
めて使用された1956年のアメリカのダートマス大学
での研究者達による呼びかけ、いわゆるダートマス
会議において、既に「人間の脳をコンピューターで
再現する」という現在のＡＩ（人工知能）に対する
のと同様の構想が練られ、大いなる楽観を持って期
待されていたという。
　しかし、ＡＩに人間同様の知識を持たせようとす
る場合、あらゆる方面から対象を厳密に限定しなけ
れば対処できないという「フレーム問題」に苦しん
だ第１世代、次にはその反省から狭い専門分野に対
象を絞りこみ、ＡＩが最も得意とする分野である計
算、推論、分析に特化した、いわゆる「エキスパー
トシステム」の第２世代があり、現在は第３世代の
時代と言われている。
　ＡＩ第３世代は大量のデータを超高速で分類、整
理する「機械学習」が、統計学の手法から確率的な
推論を繰り返して精度を向上させることで、ＡＩへ
の関心を引き戻すことに成功した。さらに、その
発展形として人間の脳神経回路のしくみを利用した

「ディープラーニング（深層学習）」により、革新的
な飛躍を遂げることになった。それまでは、人間が
ＡＩに対して学習すべきデータに関する様々なルー
ル、枠組み、特徴等を教え込む必要があり指示者の
範疇を超えることは無かったが、これ以降、大量の
データ、いわゆるビッグデータを「ディープラーニ
ング」の手法で超高速処理をする中で、ＡＩ自身が
自律的に特徴、アルゴリズム等を見出すことが可能
となったのである。
　加えて、ＡＩのデータ処理が単に自律的なだけで
はなく、人間が見落としていた規則性等を見出す
ことが可能となり、また、囲碁のような複雑なルー
ルの対戦でも名人に勝ち続けるなど、いよいよもっ

て人間を凌駕する片鱗を多様な場面で示しだしたこ
とが、一挙に注目と期待を加速させたことは疑いな 
い。
　しかし、注目や期待、世間の関心がいくら強くて
も、それだけでは経済的価値のための切り札とは
成り得ない。ＡＩを利活用したビジネスが瞬く間に
産業界を席巻することになったのは、先に述べた
ディープラーニングによるＡＩの進化だけが原因で
はない。
　人間は様々な経験を通して学ぶことにより物事を
推測し判断を行うが、ＡＩはビッグデータと呼ばれ
る膨大なデータ群の超高速解析により学習し判断す
る。そのため、データが多ければ多い程、ＡＩの判
断の精度が向上することとなる。初期の頃には、Ａ
Ｉにとっていわば栄養同然のデータが不足してい
たが、インターネットという画期的なネットワーク
の誕生以来、データ量が飛躍的に増大かつ蓄積され
ることとなり、さらに近年、様々なものにインター
ネットが接続するIoT（Internet of Things）により質、
両共にビジネス活動上有用なデータをＡＩに与える
ことが可能となったことも重要な要因である。
　また、ＡＩを実際に動かすハードウェアについ
て、コンピューターに用いられているCPU（Central 
Processing Unit）や画像認識処理のためのGPU

（Graphics Processing Unit）等が高性能かつ安価に
提供されるようになったことも挙げられる。
　さらに、クラウドＡＩのサービスが出現したこと
で、自社専用のＡＩ構築のための初期投資に耐える
財務基盤を持ち、専門的かつ優秀なスタッフを多数
擁する企業でなくとも、月極め料金で誰もがＡＩを
活用することが可能になったことのインパクトも大
きい。
　このように、ＡＩそれ自体のみならず取り巻く
様々な要素の相乗効果が相俟って、産業革命、イン
ターネット革命にも匹敵するともされている。ＡＩ
の活用が広がる中で、ＡＩの結論を信頼するために
課題となる「説明できるＡＩ」の取り組みの研究も

争では新興国に勝てない）、知識社会への移行（知的財産の価値拡大・ＡＩ社会）には、様々なデータの
異分野間での利活用やＡＩの利活用が必要不可欠と考えられている。しかし、我々は、コンピューター
による判断を過信しがちであり、ＡＩによる予測により様々な判断が確立されうる社会になると、法的
判断がどのようになされるべきかの検討について、我が国においても本格的な議論が必要となっていく
であろう。そこで、ＡＩシリーズではＡＩにおける法的検討・ＡＩ管理①〜⑦を各論説し、①では、Ａ
Ｉ生成における創作物の帰属問題や今後の課題について考察する。


